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八街市指定ごみ袋の取り扱いについて

【ごみ袋取り扱い要件】
八街市の指定ごみ袋を取り扱うためには、以下の条件を満たす必要があります。

１ 八街市内に本社または支社があること。
２ 以下の税金の滞納がないこと。

○法人税 ○所得税 ○市税（法人市民税・軽自動車税・固定資産税・市県民税）
３ 法人登録が１年以上経過していること。

【申請書類に添付するもの】

１ 定款および登記簿謄本（申請者が法人）
２ 履歴書および住民票の写し（申請者が個人）
３ 千葉県および八街市届出書（法人等の設立に関する報告書の写しなど）
４ 業務履歴書
５ 指定袋の仕様書および見本
６ 販売予定価格一覧表
７ 指定袋の引張（ひっぱり）強度算定表
８ その他市長が必要と認める書類

詳細は、『八街市指定ごみ袋取り扱い規定』に記載されています。

※その他に関するご質問は、『八街市指定ごみ袋取り扱い規定』をご覧になっ
ていただくか、下記までご連絡ください。

千葉県八街市役所 経済環境部 クリーン推進課 推進班
〒２８９－１１３８

千葉県八街市用草５００番地
℡ ０４３－４４３－６９３７
Fax０４３－４４３－１７３８

E-mail clean_c@city.yachimata.lg.jp


